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中国・深圳の税関と税務当局が移転価格に関する協

力を発表 
 

2022 年 8 月 

概要 

2022 年 5 月 18 日、中国広東省深圳市は、深圳市の税関、税務当局が移転価格に関する問題について共同で取り組むことを

発表しました。同日に発効となったプログラムによると、深圳の適格企業は、深圳の税関と税務当局の双方が合意した場合、関連

当事者からの商品の輸入取引価格について、移転価格ポリシーを適用することができます。 

一般的に、税関と税務当局では、関連している売手と買手の間の輸入取引価格に対する観点が真逆になります。税関の場合、当

該輸入取引価格が独立者間の取引価格よりも下回ることで関税の過少申告になっていないかという見方をする一方、税務当局は

独立者間の取引価格よりも高い仕入価格により、中国の輸入者（買手）の利益を侵食しているのではないかという見方をします。

これまで関税と企業所得税の観点において、税関と税務当局による双方の調整が不足していたことから、税関及び税務当局双方

の要件を満たす関連当事者の輸入取引の価格管理は困難な状況でした。 

その問題を解決すべく深圳市で発表された新たなプログラムは、既存の制度である税関の事前裁定と税務当局の事前確認 (APA)

の双方の制度を統合したものです。当プログラムに参加する企業は、双方の申請要件を満たしている必要があります。 

【申請要件】 

税関 ・外国貿易業に従事し、深圳税関に登録していること 

・原則として、申請書を輸入予定日の 3 カ月前に提出すること 

税務当局 ・深圳税務当局に登録していること 

・APA の同意書受理通知を送付する年の 3 年分の各年において、関連当事者間の取引金

額が 4000 万元以上であること 

・移転価格に関する十分な遵守記録を有していること 

申請資料を受領後 10 日以内に、深圳の税関と税務当局は共同で、制度を開始するための申請を受理するかを決定します。申請

書を受理した場合は、それぞれ申請者に受理書を発行します。 

【審査と協議】 

申請者が申請を行った後、双方の当局によって受理された場合、深圳市の税関と税務当局は 15 日以内に共同で審査及び協議

を開始します。 

深圳の税関と税務当局、そして申請者が物品の輸入価格の取決めについて合意に達した後、三者はそれに応じて覚書に署名しま

す。この覚書に基づき、深圳市税関は申請者に事前裁定を行い、深圳市税務当局は APA を確認します。当該過程で三者が合

意に達することができない場合、深圳の税関と税務当局は、申請者に書面で通知することによって制度を終了することができます。 
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【実行とモニタリング】 

◼ 移転価格調整 

覚書に記載された期間中の各年度において、申請者の実際の財務指標が中央値から逸脱している場合には、申請者は当該財務

指標の独立企業原則の範囲の中央値に従って移転価格調整を行わなければなりません。その後、申請者は深圳の税関と税務当

局に調整を報告する必要があります。 

◼ 年次報告 

覚書に記載された期間中の各年度において、申請者は年次報告書 を紙及び電子形式で作成し、年度末 6 カ月以内に深圳税関

及び税務当局に提出しなければなりません。申請者は、年次報告書において事業に関する情報及び覚書の実施状況を開示しま

す。 

【修正及び終了】 

深圳の税関及び税務当局は、次の場合、覚書を修正、又は終了するために申請者との協議を開始することができます。 

➢  申請者が覚書に記載された内容を実施しなかった場合 

➢  主要な前提条件の変更があった等の理由により、覚書の内容を実施できなかった場合 

➢  申請者が、覚書の修正又は終了を行った場合 

深圳の税関と税務当局が共同で発行した覚書のサンプルによると、覚書の主要な前提条件は、申請者の事業活動、ビジネスモデ

ル、機能／リスク配分と資産展開、適用する財務会計規則、または税務と関税の規制環境、重要な法的紛争が発生していないこ

と等を含んでいます。重要な前提条件に変更があった場合、申請者は 30 日以内に深圳の税関と税務当局にそれぞれ報告する必

要があります。 

【期間および更新】 

この覚書は 3 年間有効で、有効期限が切れると終了します。申請者は、有効期間満了日の少なくとも 90 日前までに更新申請書

を税関及び税務当局に提出することにより、覚書の更新を申請することができます。 

デロイトの考察 

今回発効となった深圳の税関と税務当局の共同プログラムの導入は、企業や税務担当者にとって歓迎すべきものであると考えられま

す。当プログラムを利用することで、企業が移転価格管理の確実性と予測可能性を高め、以降行われる輸入について税関や税務

当局と個別に交渉する手間を省くことができる可能性があります。 

移転価格における税関と税務当局の更なる協力は、世界的なトレンドです。世界税関機構（WCO）は、移転価格文書を関税

評価の目的で活用する方法と事例を公表しています。より多くの中国の税関、税務当局が、現地のビジネス環境を改善するために

同様の制度の導入を検討することが期待されます。 

今回発効となった深圳のプログラムは、税関と税務当局の既存の制度を統合したものです。各制度における留意点等につきまして

は、info.idt-gta@tohmatsu.co.jp までご連絡ください。 

デロイト トーマツ税理士法人の間接税チームは、税関当局での事後調査経験を有するメンバーや、通関士、メーカー、フォワーダー出身

者など、多種多様な経歴を持つメンバーで構成されており、蓄積した知識・ノウハウおよび経験を活かし、関税コンプライアンス体制の

構築、事後調査通知を受けた後の対応、事後調査対応、事後調査後の対応など、幅広いサービスをご提供しております。 

まずは、お気軽にお話をお聞かせください。 
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お問い合わせ 

 

 

 

牧野 宏司／Koji Makino 

マネージングディレクター 

koji.makino@tohmatsu.co.jp 
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